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取締役経理財務本部長　　渡辺　彰

株式会社ドワンゴ

執行役員　コーポレート本部長　　小松　百合弥

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

（注１）

【届出の対象とした募集金額】 2,500,000,000円（注２）

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

　（注）１．本訂正届出書の対象となる新株予約権は、平成26年５月14日に開催された株式会社KADOKAWA（以下、

「KADOKAWA」といいます。）及び株式会社ドワンゴ（以下、「ドワンゴ」といいます。）の取締役会の決議

（株式移転計画の作成）、KADOKAWAにおいては平成26年６月21日に開催された定時株主総会、ドワンゴにお

いては平成26年７月３日に開催された臨時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移

転（以下、「本株式移転」といいます。）に際し、本株式移転により株式会社KADOKAWA・DWANGO（以下、

「当社」といいます。）がKADOKAWA及びドワンゴ（以下、総称して「両社」、個別に「各社」という場合が

あります。）の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下、「基準時」といいます。）において

KADOKAWAが発行している株式会社角川グループホールディングス2014年満期円貨建転換社債型新株予約権付

社債（平成21年12月18日発行）（以下、「承継前新株予約権付社債」といいます。）に付された新株予約権

（以下、「割当対象新株予約権」といいます。）の新株予約権者（以下、「割当対象新株予約権者」といい

ます。）に対して、割当対象新株予約権の代わりに、割当対象新株予約権者が有する割当対象新株予約権の

合計と同数の当社の新株予約権を交付するものです。当社は、本株式移転に際して、基準時において

KADOKAWAが発行している承継前新株予約権付社債についての社債に係る債務のうち、基準時において未償還

のもの全てを承継します。

２．承継前新株予約権付社債についての社債に係る債務当初金110億円のうち、本株式移転の効力が生じる直前

において未償還の金額となります。本訂正届出書提出日において未確定であるため、平成26年５月31日現在

の承継前新株予約権付社債の残高を記載しております。なお、本株式移転の効力発生日までに承継前新株予

約権付社債の転換がなされること等により変動する可能性があります。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成26年６月３日付で提出した有価証券届出書（平成26年６月25日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、平成

26年７月２日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書及び平成26年７月９日付で提出した有価証券届出書の訂正届出

書により訂正済み。）の記載事項のうち、平成26年８月８日付でドワンゴの四半期報告書が提出されたこと、平成26年

８月11日付でKADOKAWAの四半期報告書が提出されたこと、並びにKADOKAWA及びドワンゴが平成26年８月１日付で当社の

株式について株式会社東京証券取引所に新規上場申請を行ったことに伴い、これに関連する事項及びその他の事項を訂

正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正事項】
第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報

第１　組織再編成（公開買付け）の概要

１　組織再編成の目的等

(2）提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

①　提出会社の企業集団の概要

４　組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠

(2）株式移転比率の算定根拠等

⑤　上場廃止となる見込み及びその事由

第三部　企業情報

第２　事業の状況

１　業績等の概要

２　生産、受注及び販売の状況

３　対処すべき課題

４　事業等のリスク

５　経営上の重要な契約等

６　研究開発活動

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第３　設備の状況

１　設備投資等の概要

２　主要な設備の状況

３　設備の新設、除却等の計画

第５　経理の状況

第六部　組織再編成対象会社情報

第１　継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1）組織再編成対象会社が提出した書類

②　四半期報告書又は半期報告書

③　臨時報告書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所には下線を付して表示しております。但し、タイトルとして下線が付されている箇所を除きます。
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第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】

１【組織再編成の目的等】

(2）提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

①　提出会社の企業集団の概要

（訂正前）

（中略）

イ　提出会社の企業集団の概要

（中略）

ドワンゴ

関係会社の状況

(1）連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

株式会社ドワンゴモバイル

（注）２．５
東京都港区 100,000 モバイル事業 100.0

ドメインの利用許諾

管理業務等受託

役員の兼任あり

株式会社ドワンゴコンテンツ

（注）２．６
東京都中央区 391,250

ポータル事業

ライブ事業
100.0

生放送番組の運営・制作等

の委託

管理業務等受託

役員の兼任あり

株式会社ドワンゴ・ユーザー

エンタテインメント（注）７
東京都中央区 50,000 その他事業 100.0 管理業務等受託

株式会社ニワンゴ（注）４ 東京都渋谷区 90,000
ポータル事業

その他事業

80.1

(5.0)
管理業務等受託

株式会社スパイク・チュンソ

フト（注）２．５
東京都港区 480,900 ゲーム事業 100.0

管理業務等受託

役員の兼任あり

株式会社キテラス 東京都中央区 60,000 ポータル事業 100.0

コンシューマゲーム機等の

ソフトウェア開発の委託

管理業務等受託

役員の兼任あり

 

(2）持分法適用関連会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

株式会社ＭＡＧＥＳ．

（注）10
東京都渋谷区 295,000 その他事業 46.9 管理業務等受託

株式会社スマイルエッジ

（注）11

東京都千代田

区
99,000 ポータル事業 40.0

広告の販売及び広告代理店

業等の委託

役員の兼任あり

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．資本金は出資金、議決権の所有割合又は被所有割合は出資割合であります。

４．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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５．株式会社ドワンゴモバイル及び株式会社スパイク・チュンソフトについては、売上高（連結会社相互間の内

部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。主要な損益情報は次のとおりであ

ります。

 

主要な損益情報等

売上高
（千円）

経常利益
（千円）

当期純利益
（千円）

純資産額
（千円）

総資産額
（千円）

株式会社ドワンゴモバイル 13,313,848 669,687 273,802 3,319,538 5,820,030

株式会社スパイク・チュンソフト 4,136,222 352,870 282,409 1,660,269 2,883,131

６．株式会社ＣＥＬＬは、平成25年１月１日に株式会社ドワンゴコンテンツに社名変更しております。

７．株式会社ドワンゴ・ミュージックエンタテインメントは、平成25年１月１日に株式会社ドワンゴ・ユーザー

エンタテインメントに社名変更しております。

８．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました株式会社ティーアンドイーソフトは、平成25年

１月７日付でドワンゴの連結子会社である株式会社スパイク・チュンソフトを存続会社とした吸収合併によ

り消滅したため、当連結会計年度から連結の範囲から除いております。

９．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました株式会社モバイルコンテンツは、平成24年12月

20日に解散を決議し、平成25年２月28日に清算したため、当連結会計年度から連結の範囲から除いておりま

す。

10．ドワンゴは、持分法適用関連会社であった株式会社ＭＡＧＥＳの株式を、平成25年12月２日に100％取得

し、これにより同社はドワンゴの持分法適用関連会社から連結子会社となりました。

11．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました株式会社スマイルエッジ（旧株式会社スカイス

クレイパー）は平成25年３月７日において保有株式の売却により持分比率が低下したため、当連結会計年度

から連結の範囲から除き、持分法適用会社に含めております。

12．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました多玩國股份有限公司は平成25年６月４日に解散

を決議し、当連結会計年度末時点で清算手続き中であり重要性が乏しいため、当連結会計年度から連結の範

囲から除いております。

13．前連結会計年度においてその他の関係会社に該当していたエイベックス・グループ・ホールディングス株式

会社は、平成25年３月４日付けで保有するドワンゴ株式16,326株（議決権比率８％）を売却したことによ

り、その他の関係会社ではなくなりました。
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（訂正後）

（中略）

イ　提出会社の企業集団の概要

（中略）

ドワンゴ

関係会社の状況

(1）連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

株式会社ドワンゴモバイル

（注）２．５
東京都港区 100,000 モバイル事業 100.0

ドメインの利用許諾

管理業務等受託

役員の兼任あり

株式会社ドワンゴコンテンツ

（注）２．６
東京都中央区 391,250

ポータル事業

ライブ事業
100.0

生放送番組の運営・制作等

の委託

管理業務等受託

役員の兼任あり

株式会社ドワンゴ・ユーザー

エンタテインメント（注）７
東京都中央区 50,000 その他事業 100.0 管理業務等受託

株式会社ニワンゴ（注）４ 東京都渋谷区 90,000
ポータル事業

その他事業

80.1

(5.0)
管理業務等受託

株式会社スパイク・チュンソ

フト（注）２．５
東京都港区 480,900 ゲーム事業 100.0

管理業務等受託

役員の兼任あり

株式会社キテラス 東京都中央区 60,000 ポータル事業 100.0

コンシューマゲーム機等の

ソフトウェア開発の委託

管理業務等受託

役員の兼任あり

 

(2）持分法適用関連会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

株式会社ＭＡＧＥＳ．

（注）10
東京都渋谷区 295,000 その他事業 46.9 管理業務等受託

株式会社スマイルエッジ

（注）11

東京都千代田

区
99,000 ポータル事業 40.0

広告の販売及び広告代理店

業等の委託

役員の兼任あり

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．資本金は出資金、議決権の所有割合又は被所有割合は出資割合であります。

４．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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５．株式会社ドワンゴモバイル及び株式会社スパイク・チュンソフトについては、売上高（連結会社相互間の内

部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。主要な損益情報は次のとおりであ

ります。

 

主要な損益情報等

売上高
（千円）

経常利益
（千円）

当期純利益
（千円）

純資産額
（千円）

総資産額
（千円）

株式会社ドワンゴモバイル 13,313,848 669,687 273,802 3,319,538 5,820,030

株式会社スパイク・チュンソフト 4,136,222 352,870 282,409 1,660,269 2,883,131

６．株式会社ＣＥＬＬは、平成25年１月１日に株式会社ドワンゴコンテンツに社名変更しております。

７．株式会社ドワンゴ・ミュージックエンタテインメントは、平成25年１月１日に株式会社ドワンゴ・ユーザー

エンタテインメントに社名変更しております。

８．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました株式会社ティーアンドイーソフトは、平成25年

１月７日付でドワンゴの連結子会社である株式会社スパイク・チュンソフトを存続会社とした吸収合併によ

り消滅したため、当連結会計年度から連結の範囲から除いております。

９．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました株式会社モバイルコンテンツは、平成24年12月

20日に解散を決議し、平成25年２月28日に清算したため、当連結会計年度から連結の範囲から除いておりま

す。

10．ドワンゴは、持分法適用関連会社であった株式会社ＭＡＧＥＳ．の株式を、平成25年12月２日に100％取得

し、これにより同社はドワンゴの持分法適用関連会社から連結子会社となりました。

11．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました株式会社スマイルエッジ（旧株式会社スカイス

クレイパー）は平成25年３月７日において保有株式の売却により持分比率が低下したため、当連結会計年度

から連結の範囲から除き、持分法適用会社に含めております。

12．前連結会計年度においてドワンゴの連結子会社でありました多玩國股份有限公司は平成25年６月４日に解散

を決議し、当連結会計年度末時点で清算手続き中であり重要性が乏しいため、当連結会計年度から連結の範

囲から除いております。

13．前連結会計年度においてその他の関係会社に該当していたエイベックス・グループ・ホールディングス株式

会社は、平成25年３月４日付けで保有するドワンゴ株式16,326株（議決権比率８％）を売却したことによ

り、その他の関係会社ではなくなりました。

 

４【組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠】

(2）株式移転比率の算定根拠等

⑤　上場廃止となる見込み及びその事由

（訂正前）

　両社は、新たに設立する当社の株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。また、両社は

株式移転により当社の完全子会社となりますので、当社の上場に伴い、両社は平成26年９月26日に東京証券取引

所をそれぞれ上場廃止となる予定です。なお、上場廃止につきましては、両社とも東京証券取引所の規則により

その期日が規定されております。

 

（訂正後）

　両社は、新たに設立する当社の株式について、平成26年８月１日付で東京証券取引所に新規上場申請を行いま

した。また、両社は株式移転により当社の完全子会社となりますので、当社の上場に伴い、両社は平成26年９月

26日に東京証券取引所をそれぞれ上場廃止となる予定です。なお、上場廃止につきましては、両社とも東京証券

取引所の規則によりその期日が規定されております。
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第三部【企業情報】

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（訂正前）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの業績等の概要については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期報

告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの業績等の概要については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平成26

年８月８日提出）をご参照下さい。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

（訂正前）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの生産、受注及び販売の状況については、各社の有価証券報

告書（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半

期報告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの生産、受注及び販売の状況については、各社の有価証券報

告書（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報

告書（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平

成26年８月８日提出）をご参照下さい。

 

３【対処すべき課題】

（訂正前）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの対処すべき課題については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期報

告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの対処すべき課題については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平成26

年８月８日提出）をご参照下さい。
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４【事業等のリスク】

　　（訂正前）

　有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本訂正届出書提出

日（平成26年７月９日）現在において判断したものであります。

(1）経営統合に関するリスク

　当社の設立は平成26年10月１日を予定しており、現在経営統合に向けた準備をKADOKAWA及びドワンゴで進めてお

りますが、例えば以下のような経営統合に関するリスクが想定され、業務運営、経営成績、財政状態などに重要な

影響を及ぼす可能性があります。

・関係当局の承認等が得られない、または延期となるリスク

・何らかの事情により、本株式移転計画の内容が変更になるリスク

・経済情勢の急激な悪化、金融市場の混乱等により、予定どおりに経営統合が進まないリスク

・経営統合により期待されるシナジー効果が十分に発揮されないリスク

（以下略）

 

　　（訂正後）

　有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本訂正届出書提出

日現在において判断したものであります。

(1）経営統合に関するリスク

　当社の設立は平成26年10月１日を予定しており、現在経営統合に向けた準備をKADOKAWA及びドワンゴで進めてお

りますが、例えば以下のような経営統合に関するリスクが想定され、業務運営、経営成績、財政状態などに重要な

影響を及ぼす可能性があります。

・関係当局の承認等が得られない、または延期となるリスク

・何らかの事情により、本株式移転計画の内容が変更になるリスク

・経済情勢の急激な悪化、金融市場の混乱等により、予定どおりに経営統合が進まないリスク

・経営統合により期待されるシナジー効果が十分に発揮されないリスク

（以下略）

 

５【経営上の重要な契約等】

（訂正前）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの経営上の重要な契約等については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期報

告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、前記「第

二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要」をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの経営上の重要な契約等については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平成26

年８月８日提出）をご参照下さい。

　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、前記「第

二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要」をご参照下さい。
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６【研究開発活動】

（訂正前）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの研究開発活動については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期報

告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの研究開発活動については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平成26

年８月８日提出）をご参照下さい。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（訂正前）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

については、各社の有価証券報告書（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月

19日提出）及びドワンゴの四半期報告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

については、各社の有価証券報告書（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月

19日提出）及び各社の四半期報告書（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月

14日、平成26年５月15日及び平成26年８月８日提出）をご参照下さい。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

（訂正前）

(1）当社

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

 

(2）連結子会社

　当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの設備投資等の概要については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期

報告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

(1）当社

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

 

(2）連結子会社

　当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの設備投資等の概要については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告

書（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平

成26年８月８日提出）をご参照下さい。

 

２【主要な設備の状況】

（訂正前）

(1）当社

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

 

(2）連結子会社

　当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの主要な設備の状況については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期

報告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

(1）当社

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

 

(2）連結子会社

　当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの主要な設備の状況については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告

書（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平

成26年８月８日提出）をご参照下さい。
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３【設備の新設、除却等の計画】

（訂正前）

(1）当社

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

 

(2）連結子会社

　当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの設備の新設、除却等の計画については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期

報告書（平成26年２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

(1）当社

　当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

 

(2）連結子会社

　当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの設備の新設、除却等の計画については、各社の有価証券報告書

（KADOKAWAにおいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告

書（KADOKAWAにおいては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平

成26年８月８日提出）をご参照下さい。

 

第５【経理の状況】
（訂正前）

　当社は新設会社であり、本訂正届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの経理の状況については、各社の有価証券報告書（KADOKAWAに

おいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及びドワンゴの四半期報告書（平成26年

２月14日提出及び平成26年５月15日提出）をご参照下さい。

 

（訂正後）

　当社は新設会社であり、本訂正届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となるKADOKAWA及びドワンゴの経理の状況については、各社の有価証券報告書（KADOKAWAに

おいては平成26年６月24日提出、ドワンゴにおいては平成25年12月19日提出）及び各社の四半期報告書（KADOKAWAにお

いては平成26年８月11日提出、ドワンゴにおいては平成26年２月14日、平成26年５月15日及び平成26年８月８日提出）

をご参照下さい。
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第六部【組織再編成対象会社情報】

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】
（１）【組織再編成対象会社が提出した書類】

②【四半期報告書又は半期報告書】

（訂正前）

ア　KADOKAWA

　該当事項はありません。

 

イ　ドワンゴ

　事業年度　第18期第１四半期（自平成25年10月１日　至平成25年12月31日）　平成26年２月14日関東財務局

長に提出。

　事業年度　第18期第２四半期（自平成26年１月１日　至平成26年３月31日）　平成26年５月15日関東財務局

長に提出。

 

（訂正後）

ア　KADOKAWA

　事業年度　第61期第１四半期（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）　平成26年８月11日関東財務局

長に提出。

 

イ　ドワンゴ

　事業年度　第18期第１四半期（自平成25年10月１日　至平成25年12月31日）　平成26年２月14日関東財務局

長に提出。

　事業年度　第18期第２四半期（自平成26年１月１日　至平成26年３月31日）　平成26年５月15日関東財務局

長に提出。

　事業年度　第18期第３四半期（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）　平成26年８月８日関東財務局

長に提出。
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③【臨時報告書】

　　（訂正前）

ア　KADOKAWA

　該当事項はありません。

 

イ　ドワンゴ

　①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（平成26年７月９日）までに、以下の臨時報告書を提

出。

(1）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の

規定に基づく臨時報告書を平成25年12月19日関東財務局長に提出。

(2）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の

規定に基づく臨時報告書を平成26年５月15日関東財務局長に提出。

(3）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第

７号の３の規定に基づく臨時報告書を平成26年６月26日関東財務局長に提出。

(4）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の

規定に基づく臨時報告書を平成26年７月４日関東財務局長に提出。

 

　　（訂正後）

ア　KADOKAWA

　該当事項はありません。

 

イ　ドワンゴ

　①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日までに、以下の臨時報告書を提出。

(1）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の

規定に基づく臨時報告書を平成25年12月19日関東財務局長に提出。

(2）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の

規定に基づく臨時報告書を平成26年５月15日関東財務局長に提出。

(3）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第

７号の３の規定に基づく臨時報告書を平成26年６月26日関東財務局長に提出。

(4）金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の

規定に基づく臨時報告書を平成26年７月４日関東財務局長に提出。
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